
北海道財務局が保有する保有個人情報の開示請求等に 

対する開示決定等に係る審査基準 

 

 

 

平成１７年 ３月３１日 

北海道財務局訓令第７号 

 

改正 令和４年３月２８日 北海道財務局訓令第 4 号 

 

 財務省が保有する保有個人情報の開示請求等に対する開示決定等に係る審査基準（平成１

７年財務省訓令第９号）第９条の規定に基づき、北海道財務局が保有する保有個人情報の開

示請求等に対する開示決定等に係る審査基準を次のように定める。 

 

 

北海道財務局が保有する保有個人情報の開示請求等に対する 

       開示決定等に係る審査基準 

 

 （目的） 

第１条 この訓令は、行政手続法（平成５年法律第８８号）第５条の規定に基づき、個人情

報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）の規定により財

務局長が開示決定等（法第８２条各項の決定をいう。）、訂正決定等（法第９３条各項の決

定をいう。）又は利用停止決定等（法第１０１条各項の決定をいう。）をするために必要と

される基準を定めることを目的とする。 

 

 （決定に当たっての基準） 

第２条 北海道財務局における開示決定等をするために必要とされる基準については、財務

省が保有する保有個人情報の開示請求等に対する開示決定等に係る審査基準（平成１７年

財務省訓令第９号）第２条から第８条までの規定を準用する。 

 

 

   附 則 

 この訓令は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月２８日北海道財務局訓令第４号） 

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 


